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とき：令和7年10月15日(水)14 :00～

ところ：霧島市役所7階701 .702会議室



会順

1開会

2市長あいさつ

3会長、副会長の選任

4議事

(1)霧島市安心安全まちづくり推進協議会について(事務局)

(2)市としての交通.防犯の取組み(事務局)

～交通事故防止対策及び犯罪防止対策について

(3)霧島市内の交通事故’犯罪の現状等について

(4)質疑、意見交換など

5閉会
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霧島市安心安全まちづ〈り条例の概要

【制定の背景】

1霧島市が鹿児島県内で刑法犯犯罪率がワースト2位である状況にあること。

2市民の体感治安が悪化していること。

3全国で幼い命が奪われる痛ましい事件が相次いでいること。

4高齢者や障がい者への配慮が求められていること。

5観光客や来訪者への配慮のあるまちづ〈りが求められていること。

条例の目的

-安心安全なまちづ〈りに関し基本理念を定める。

-市及び市民等の果たすべき責務を明確化する。

-安心安全なまちづ〈りに関する施策の椎進を図る。

-もって市民等が安心で安全な生活をし安心して滞在できる安全な地域社会を実現するC

基本理念

-自らの安全は自ら守るとともに, 地域の安全は地域で守るという基本認識のもとに, それぞれの役
割を果たし連携を図りながら協働することにより行わなければならない。

-地域の安全の確保に関する自主的な活動を実践するための環境を醸成し地域安全まちづ〈りの
活動を効果的に推進することにより行わなければならない。
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市の貴務

o市民等と協働し
て.安心安全なま
ね7りを推進す
るための施策を実
施する。

o関係行政機関
及び関係団体と緊
密な速携を図り施
策を実施する。

市民の責務

o自らの安全の確
保I 二努める。

o地域社会におけ
る連榮意識を高め
るとともに, 相互に
協力して, 地域安
全まちづくり活動を

推進する。

o市の施策や地

域活動団体の地

域安全まちづくり

活動に協力するよ

う努める。

地域活動団体の責務 事業所の貴務國所有者等の貴務

o地域社会におけ
る連塞意識を高め
るとともに, 相互に

まちづ〈り活動を
推進する。

o地域安全まちづ
くりに必要な知識
や技術を習得する
よう努めるとともに,

活動についての
市民等の理解の
促進に努める。

o市が実施する施

策に協力するよう

努める。

o自己の事業所
等における犯罪-
事故等の防止対
策を講ずるよう努
める。

o從業員等に対し
安心安全なまちづ
くりのための知識

や技術を習得させ
るよう努める。

o所有する土地.
建物等を適正に
管埋するとともl=,
自ら狙罪-事故等

の防止_上必要な_
措置を講ずるよう
努める。

o市の施策や地
域活動団体の地
域安全まちづ〈り
活動に協力するよ
う努める。

o市の施策や地

域活動団体の地

域安全まちづくり

活動に協力するよ

う努める。

協

働

霧島市安心安全まちづ〈り条例

安心安全
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o霧島市安心安全まちづくり条例

平成18年12月26日

条例第146号

近年、全国で子どもや高齢者が犠牲者となる犯罪が多発している。

私たちの日常生活においても、社会環境の変化や価値観の多様化により地域社会

の連帯意識が薄まり、犯罪や事故に対する不安が身近なものになり、安心して生活

でぎる環境が脅かざれようとしている。

私たちの霧島市を、誰もが誇りと愛着を持ち、市民が安心して暮らすことができ、

観光旅行者が安心して滞在できる安全なまちとして構築していくため、ここに霧島

市安心安全まちづくり条例を制定すろ。

(目的)

第1条この条例は、個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪、事故及び自

然災害(以下「犯罪・事故等」という。)の防止に関し、基本理念を定め、市並

びに市民、地域活動団体、事業者及び所有者等(以下「市民等」という。)が果

たすぺき責務を明らかにするとともに、それぞれの速携及び協力のもとに、市民

等の安全の確保に関する施策(以下「生活安全施策」という。)を総合的かつ計

画的に推進することにより、市民等が安心で安全な生活をし、又は安心して滞在

できる安全な地域社会の実現を図ること(以下「安心安全なまぢづくり」という。)

を目的とする。

(定義)

第2条この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

J;る。

(1)市民市内に住所を有する者、市内に勤務し若しくは在学し、又は観光等で

滞在する者をいう。

(2)地域活動団体ボランティア団体、民間非営利団体、地区自治公民館その他

の地域組織及びグループをいう。

(3)事業者市内で商業、ェ業その他の事業を営む者をいう。

(4)所有者等市内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者

をいう。

(5)通学路等子どもが通学、通園等の用に供している道路及び子どもが日常

的に利用している公園、広場等をいう。

(基本理念)

第3条安心安全なまちづくりは、市及び市民等が、自らの安全は自ら守るととも
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に、地域の安全は地域で守るという基本認識のもとに、それぞれの役割を果たし、

速携を図りながら協働することにより行わなければならない。

2安心安全なまちづくりは、市及び市民等が、地域の安全の確保に関する自主的

な活動(以下「地域安全まちづくり活動」という。)を実践するための環境を醸

成し、地域安全まちづくり活動を効果的に椎進することにより行わなければなら

ない。

(市の責務)

第4条市は、安心安全なまちづくりを椎進するため、次に掲げる施策を実施する

ものとすろ。

(1)安心安全なまちづくりに関する知識の普及、情報の提供及びその他広報啓

発活動

(2)地域安全まちづくり活動を椎進するための人材育成

(3)地域安全まちづくり活動を行う組織・団体の結成促進

(4)犯罪.事故等の防止に優れた環境及び公共施設の整備

(5)青少年の健全育成を阻害する有害環境の排除及び道德心向上対策

(6)その他安心安全なまちづくりを達成するために必要な事項

2 市は、前項に規定する施策の計画及び実施に当たっては、関係行政機関及び関

係団体から意見を聴くとともに、協力を求め、緊密な連携を図らなければならな

い。

(市民の責務)

第5条市民は、安心安全なまちづくりについての理解を深めるよう努めるととも

に、自らの安全の確保に努めるものとする。

2 市民は、地域社会における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して、地域

安全まちづくり活動を椎進するものとする。

3 市民は、安心安全なまちづくりのため、公共の場所又は自己若しくは他者の所

有地において、周辺の生活環境を損なうような行為をしない等の社会的マナーの

向上に努めるものとする。

4市民は、安心安全なまちづくりのため、市が行う生活安全施策や地域活動団体

が行う地域安全まちづくり活動に協力するよう努めるものとする。

(地域活動団体の責務)

第6条地域活動団体は、地城社会における連帯意識を高めるとともに、相互に協

力して、地域安全まちづくり活動を推進するよう努めるものとする。

2地城活動団体は、安心安全なまちづくりに必要な知識や技術を習得するよう努

めるとともに、地域安全まちづくり活動についての市民等の理解の促進に努める
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ものとする。

3地域活動団体は、市が行う生活安全施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条事業者は、市民の安全に十分配慮し、事業活動を行う際は、安心安全なま

ちづくりのために、自己の事業所等における犯罪.事故等の防止対策を講ずるよ

う努めるものとする。

2 事業者は、従業員等に対し、安心安全なまちづくりのために必要な知識や技術

を習得させるよう努めるものとする。

3 事業者は、市が行う生活安全施策や地域活動団体が行う地域安全まちづくり活

動に協力するよう努めるものとする。

(所有者等の責務)

第8条所有者等は、安心安全なまちづくりのために、その所有し、管理する土地、

建物及びェ作物を適正に管理するとともに、自ら犯罪・事故等の防止上必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。

2 所有者等は、市が行う生活安全施策や地域活動団体が行う地域安全まちづくり

活動に協力するよう努めるものとする。

(支援)

第9条市は、安心安全なまちづくりのために活動する地域活動団体を育成するた

め、必要な支援を行うことができる。

(助言指導)

第10条市は、安心安全なまちづくりを椎進するため、必要があると認めるとき

は、市民等に対し、犯罪・事故等の防止に配慮した環境の整備に関し、必要な助

言指導を行うことができる。

(子どもの安全確保の強化)

第11条市は、学校及び児童福祉施設(以下「学校等」という。)並びに通学路等

における子どもの安全確保の強化を図らなければならない。

(学校等における安全対策の推進)

第12条学校等を管理する者は、ま該学校等の施設内における安全対策を推進す

るための体制を整備し、子どもの安全を確保するために必要な措置を講じなけれ

ばならない。

(要援護者への配慮)

第13条市は、生活上の安全に関し高齢者、障がい者、子ども及ぴその他非常時

において特に援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)に配慮した施策

を推進するよう努めなければならない。
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2 市民等は、地域において要援護者が安心して安全に暮らせるよう努めるものと

する。

(消費者の生活の安全)

第14条市は、消費者の利益を守り、市民の消費生活の安定及び向上を図るため、

消費生活に係る相談、指導及び啓発に努めなければならない。

(椎進協議会)

第15条市は、安心安全なまちづくりを総合的に椎進するため、霧島市安心安全

まちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。

2 椎進協議会は、安心安全なまちづくりに関する基本的な事項について、市長の

諮問に応じるほか、市長に対し、必要な意見を述べることができる。

3 推進協議会は、委員15人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)識見を有する者

(2)関係団体の代表者

(3)警察署その他安心安全なまちづくりに関係する行政機関の職員

(4)その他市長が必要と認める者

5委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。

6 委員は、再任されることができる。

(安心安全の日)

第16条市は、毎月15日を安心安全の日と定め、広報活動及び啓発活動を重点的

に実施するほか、必要に応じ期間を定めて、集中的に安心安全なまちづくりを推

進するための必要な施策を講ずるものとする。

(委任)

第17条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附IIJ

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(霧島市防犯条例の廃止)

2霧島市防犯条例(平成17年霧島市条例第184号)は、廃止する。

6



o霧島市安心安全まちづくり推進協議会設置規則

平成18年12月27日

規則第102号

(趣旨)

第1条この規則は、霧島市安心安全まちづくり条例(平成18年霧島市条例第146

号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条条例第15条第1項に規定する霧島市安心安全まちづくり推進協議会(以下

「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを

定める。

2会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を

代理する。

(会議)

第3条協議会の会議(以下「会譲」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。

(意見聴取等)

第4条会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見

若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条協議会の庶務は、市長公室安心安全課において処理する。

(その他)

第6条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附IIJ

(施行期日)

1この規則は、公布の日から施行する。

(霧島市防犯条例施行規則の廃止)

2霧島市防犯条例施行規則(平成17年霧島市規則第130号)は、廃止する。

附則(平成19年3月31日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和5年1月24日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。
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市としての交通・防犯の取り組み(令和6年度実績)

1交通関係

(1)ソフト面

ア霧島市交通安全市民運動推進協議会(237団体)

〇各季交通安全運動におけるキャンベーン、街頭立哨、広報活動

〇交通危険箇所における注意喚起看板の設置など

イ霧島市交通安全母の会(各地区含む)

〇各季交通安全運動におけるキャンベーン、街頭立哨

〇飲酒運転根絶キヤンペーン

ウ交通安全教室(実施126回’受講者1 5,084人)

ェ警察(公安委員会)への交通規制や交通安全施設設置等の要望

才高蹄ドライバーに対する自主返納メリット制度(利用者350人)

(65歳以上の自主返納者に5,500円分のタクシーチケット・かごしま5事業者共通乗

車カード・SUGOKAカードのいずれかを交付)

力新小学生、新中学生、高齢者への夜光反射材配布(小学校1,099枚、中学校1,235枚,

高齢者3,242枚)

(2)ハード面

ア道路反射鏡

イ防護柵の設置

ウ区画線の設置

50基(約752万円)

1ブ箇所.約560m (約1, 215万円)

15箇所’約7,560m (約784万円)、路面表示など

ェ注意喚起板(スビード落とせ、交差点注意など)の設置

2防犯関係

(1)ソフト面

ア霧島市防犯組合連合会(各地区含む)

〇巡回バトロール、広報活動

〇街頭補導活動、夏祭り警戒

イ防犯バトロール隊への支擾(96団体、6,41 1人)

ウ防犯バトロール、広報活動(市ホームベージ等を活用した広報)

(2)ハード面

ア防犯灯の設置 新設152基+LED交換282基=434基(設置費補助約1,671万円)

イ安全灯の設置 5基(約10万円)

ウ防犯カメラの設置国分駅’単人駅駐輪場における盗難防止
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霧島市の交通事故等の状況

1事故発生状況

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

死者数

負傷者数

4781

51

6001

4121

41

5101

3031

41

3531

2841

21

3381

3091

31

3661

2 令和6年中の地区別発生状況

地区別 人事故件数 死者数 負傷者数物損事故件数

霧島市全体(高速道路ぱのぞぐ 3091 31 3661 36011

国分地区

単人地区

福山地区

溝辺地区

横川地区

牧園地区

地区別 人事故件数 死者数 負傷者数物損事故件数

霧島市全体(高速道路ぱのぞぐ 309 3 366 36011

国分地区

単人地区

福山地区

溝辺地区

横川地区

牧園地区

:B: a

137

118

10

4

22

81

101

0

1

0

0

1

0

11

162

137

15

7

27

81

101

15971

11801

591

1561

3201

1101

1791

死者数 負傷者数I物損事故件数

8 0 8 110

10 1 10

死者数 負傷者数I物損事故件数

〇霧島市の人身事故309件のうち、255件(82.50/0)が国分、車人地区で発生しています。
〇死者3人のラち、2人が65歳以上の高齢者です。

〇人身事故309人のうぢ、126人(40.7%)が65歳以上の高齢者です。

〇事故原因は、最も基本的な注意義務である安全不確認、前方不注視、動静不注視等の安全運転
義務違反が、全事故の約83.50/0を占めています。

3令和6年中の交通死亡事故の概況

日時 場所 事故形態

2ル3日(ル)
10:20頃

溝辺サ麓
(市道)

軽四輪乗用自動車が、陵南小学校方向から溝辺街有川方向に
向け四差路交差点に進入した際、交差点右方から進行してきた
大型貨物自動車と衝突し、軽四輪乗用自動車の運転手が死亡し
ナこちの。

2月22日(木)
22:35頃

第人町真孝
(国道10号)

軽四輪乗用自動車が、国道10号を福山町方向から始良市方向
へ進行中、徒歩で左方車道にいた歩行者と衝突し、歩行者が死
亡したもの。

6月26日(水)
12:55頃

牧園サ万膳
(市道)

軽四輪乗用自動車が、湧水町木場方向から牧園町宿蓮田方向
の左カーブを進行する際、市道から同車を転落きせ、助手席の同
乗者が死亡したもの。

4令和7年8月末の状況

対前年比

人身事故件数 147 -511

死者数 1 -21

負傷者数 168 -751

〇本年の人身事故件数のうち、高齢者が関係する件数は63件(42.90/0)になりますC
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霧島市の犯罪発生状況

1刑法犯罪認知件数

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
増減数

(対前年比)

415 369 374 642 745 103

鹿児島県下 5,113 4,641 5,113 6,721 7,366 645

全国 614,231 568,104 601,331 703,351 737,679 34,328

2霧島市罪種別、地区別の刑法犯罪認知件数(令和6年)

罪種別

地区別

凶

悪

犯

粗

暴

犯

Ml a
侵住

宅

対

盗象

�

自

転

車

盗

車
±

ね

ら

し～

万

弓I

ぎ

そ

の

他

/J\

計

知

能

犯

風

倍
犯

そ
の

他
の

刑
法
犯

総

数

国 分 4 28 8 69 16 39 95 227 36 9 47 351

単 A 2 9 7 76 6 46 64 199 36 4 39 289

ネ昌 Llj 2 6 8 4 12

島 2 2 1 7 10 4 3 19

溝 辺 1 6 3 3 4 14 24 3 2 36

横 Jll 1 1 5 7 1 1 9

牧 園 2 9 11 1 1 13

その他'不明 5 0 9 2 16

総 数 7 50 21 145 28 92 200 486 94 13 95 745

霧島市内全745件のうち国分■第人で640件発生し全体の86で0/0を占めています。
霧島市内全745件のうち窃盗犯は486件で、全体の65.2%を占めています。
自転車盗は令和5年より45件増加の145件で、全て国分・単人で発生しています。
万引き92件のうち、国分'車人で85件発生と全体の92.4%を占めています。

-殺人、強盗、放火、強蒸など悪質な犯罪です。
'暴行、傷害、脅迫、恐喝などの犯罪です。

ズ凶悪犯とは■'

糸粗暴犯とは-'

※窃盗犯の
ア住宅対象侵入盗とは’’’空き巣、忍込み等、家屋に侵入して金品などを窃取する犯罪ですC
イその他とは’’’事務所荒し出店荒らし自転車以外の乗物盗、ひった〈り、置弓Iきなどです。
ぐ知能犯とは’’.詐欺、横領、偽造、汚職などの知能的な犯罪です。
※風俗犯とは.’’賭博やわいせつなどの犯罪です。
※その他の刑法犯とは’’’占有離脱物横領、住居侵入、器物損壌等の犯罪です。

3霧島市刑法犯罪種別認知件数(令和7年8月末)

総数 凶悪犯 粗暴犯窃盗犯レ知能犯 風俗犯卜その他

令和7年8月末

前年比

477 I

+241

9 I

+21

33

+11

290 I

-221

78 I

+351

6 I

-4¦

61

+2
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霧島市安心安全まちづ〈り推進協議会委員

任期期間：令和7年9月1日～令和9年8月31日

委員構成 氏名 職名・所属団体

1号委員 識見を有する者 クケウヂサル

竹ノ内優 青少年育成指導員

2号委員 関係機関の代表者

セコイ +U-L +

格井成孝 霧島市防犯組合連合会会長

池田まゆみ 霧島市交通安全母の会副会長

蘇ョ駒 霧島市校長協会会長(国分中学校長)

ヒガシソノヨシコ

東園良子 地域安全モニター員

3号委員

警察署その他安心
安全まちづ〈りに関
係する行政機関の
職員

クラツ・ジネンイチ

倉津純一 霧島警察署生活安全課長

誠吾 霧島警察署交通課長

カイェダ カズヒロ

海江田和大 霧島市観光PR課主幹

4号委員
その他市長が必要
と認める者

フクナガイクす

福永郁雄 霧島市こども会育成連絡協議会副会長

カワバタトシキ

川畑敏生 霧島市連合青年団団長

マツェダヨウィチロウ

松枝洋一郎 霧島市老人クラブ連合会会長

スズキ ケンジ

鈴木健史 霧島商ェ会議所総務企画課長

クポワク キミコ

窒和久公子 霧島市商ェ会女性部車人支部役員
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座席表

議長席

霧島市立青少年育成センター

青少年育成指導員

竹ノ内優

霧鳥市防犯組合連合会会長

桁井成孝

霧g市交通安全母の会副会長

池田まゆみ

霧島市校長協会会長(国分中学校長)

阿多石英樹

〇

〇

〇

〇

〇

宙地

�域
w安

夕

〇

鈴霧

*s
健会
史議
所

総

務
企

画

課

長

〇

窒霧

和a
バ
会

公女

T£
単
A

支

部

役

員

〇

〇

〇

〇

霧高警察署交通課長

豊島誠吾

霧g警察署生活安全課課長代理

吉田幸司

露島市こども会育成連絡協議会副会長

福永郁雄

霧瘍市観光PR課主幹

海江田和大

市
長

事
務
局
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